
く
い
が
、
万
一
意
思
に
反
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
債
務
引
受
自

体
が
無
効
と
な
る
の
で
、
相
続
人

全
員
を
当
事
者
と
し
て
免
責
的
債

務
引
受
契
約
を
締
結
す
べ
き
で
あ

る
。

免

責

的

債

務

引

受

の

メ

リ

ッ

ト

は
、
引
受
人
だ
け
が
債
務
者
と
な

る
こ
と
か
ら
時
効
管
理
に
お
い
て

引
受
人
だ
け
を
管
理
す
れ
ば
よ
い

と

い

う

点

で

あ

る

。

他

方

、

デ

メ

リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
引
受
人
と
債

権
者
だ
け
で
な
く
、
他
の
相
続
人

全
員
の
合
意
が
必
要
と
さ
れ
る
た

め
煩
瑣
で
あ
る
点
、
及
墜
相
続
さ

れ
た
債
務
に
保
証
人
や
第
三
者
提

供
の
担
保
が
付
さ
れ
て
い
た
と
き

に
引
受
け
後
も
効
力
を
維
持
さ
せ

る
た
め
に
は
、
保
証
人
や
担
保
提

供
者
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
点

で
あ
る
(
注
8
)
。

②
併
存
的
債
務
引
受

併
存
的
債
務
引
受
と
は
、
従
来

の
債
務
者
が
引
続
き
債
務
者
と
し

て
存
続
す
る
こ
と
と
も
に
、
引
受

人
が
そ
の
債
務
関
係
に
加
入
し
て
、

従
来
の
債
務
者
と
連
帯
債
務
を
負

担
す
る
と
い
う
関
係
に
な
る
契
約

で
あ
る
。

本
件
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
C
が

B
及
び
D
の
各
債
務
に
つ
い
て
併

存
的
債
務
引
受
を
行
う
と
、
 
C
は

l
 
o
 
o
 
o
万
円
、
B
は
5
0
0
万

円
、
D
は
2
5
0
万
円
の
各
債
務

を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。
C
が

従
前
負
担
し
て
い
た
2
5
0
万
円

の
債
務
に
つ
い
て
は
C
の
単
独
債

務

で

あ

り

、

B

の

5

0

0

万

円

の

債

務

分

に

つ

い

て

は

B

及

び

C

の

連
帯
債
務
に
、
ま
た
D
の
2
5
0

万
円
の
債
務
分
に
つ
い
て
は
C
及

び
D
の
連
帯
債
務
に
そ
れ
ぞ
れ
な

る
。
こ
の
よ
う
に
併
存
的
債
務
引

受
で
は
、
引
受
け
ら
れ
た
債
務
の

債
務
者
は
依
然
と
し
て
債
務
者
の

地
位
に
と
ど
ま
る
の
で
、
免
責
的

債
務
引
受
と
異
な
り
、
共
同
相
続

人
の
一
人
の
み
に
債
務
を
承
継
さ

せ

る

こ

と

に

は

な

ら

な

い

。

併
存
的
債
務
引
受
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
債
権
者
と
引
受
人
だ
け
の
合

意
で
も
締
結
で
き
る
点
(
他
の
相

読
人
の
合
意
は
必
要
が
な
い
点
)
、

及
び
相
続
さ
れ
た
債
務
に
付
さ
れ

て
い
た
保
証
人
や
第
三
者
提
供
の

担
保
が
保
証
人
や
担
保
提
供
者
の

同
意
を
必
要
と
せ
ず
そ
の
ま
ま
残

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
他
方
、
デ

メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
全
相
続
人

が
債
務
者
と
し
て
残
る
の
で
時
効

管
理
が
煩
瑣
と
な
る
と
い
う
点
で

あ
る
。以
上
が
、
債
権
者
の
取
り
得
る

手
段
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
方
法

が
適
切
で
あ
る
か
は
、
事
案
の
詳

細

な

性

質

に

よ

っ

て

も

異

な

っ

て

く
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
選
択

は
、
慎
重
に
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

3

手
形
貸
付
の
場
合
の
留
意
点

本
件
ケ
ー
ス
に
関
連
し
て
、
被

相
続
財
産
が
手
形
貸
付
で
あ
る
こ

と
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

本
件
ケ
ー
ス
で
は
、
X
銀
行
は

A
に
村
し
て
手
形
貸
付
を
行
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
生
前
の
A
は
民

法
上
の
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く

貸
金
返
還
債
務
と
は
別
に
手
形
債

務
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

こ
の
手
形
債
務
の
扱
い
が
問
題
と

な
り
得
る
。
も
っ
と
も
、
手
形
債

務
も
一
股
の
金
銭
債
務
と
同
様
相

続
に
よ
り
分
割
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
各
共
同
相
続
人
は
連
帯
責
任

を
負
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
(
注
9
)
。
ま
た
、
手
形
債
務
者

に
つ
い
て
相
続
が
開
始
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
す
で
に
銀
行
で
取
得

し
て
い
る
手
形
に
つ
い
て
、
と
く

に
手
形
上
に
手
を
加
え
る
必
要
は

な
い
(
注
川
)
。

し
た
が
っ
て
、
結
論
と
し
て
は
、

X
銀
行
と
し
て
は
、
共
同
相
続
人

間
に
お
い
て
債
務
引
受
等
の
手
当

て
が
な
い
限
り
、
す
で
に
取
得
し

て
い
る
手
形
を
も
っ
て
、
B
、

C

及

び

D

に

対

し

て

そ

れ

ぞ

れ

5

0

o
万
円
、
2
5
0
万
円
、

2
5
0

万
円
請
求
す
る
こ
と
と
な
る
に
す

ぎ

ず

、

手

形

貸

付

だ

か

ら

と

い

っ
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て
別
段
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
ょ
請
、
。

(
注
1
)
そ
も
そ
も
相
続
開
始
前
に
被

相
続
人
が
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い

た
場
合
、
相
続
人
と
し
て
は
相
続

の

メ

リ

ッ

ト

が

な

い

の

で

相

続

放

棄

す

る

こ

と

が

多

い

。

そ

の

た

め

、

債
権
者
に
と
っ
て
検
討
を
要
す
る

の
は
、
被
相
続
人
に
お
い
て
積
極
財

産
が
消
極
財
産
を
上
回
っ
て
お
り

回
収
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
相
続
に
よ
り
そ
の
回
収
可

能
性
が
損
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

(
注
2
)
推
定
相
続
人
と
は
、
相
続
が

開
始
し
た
場
合
に
相
続
人
と
な
る

べ
き
菅
を
い
う
(
民
法
8
9
2
条
)
。

(
注
3
)
大
判
大
正
9
年
捻
月
四
日

民
録
2
6
輯
2
0
6
2
頁
、
最
判
昭

和
田
年
5
月
沮
日
民
集
9
巻
6
号

7
9
3
頁
、
最
判
平
成
打
年
m
月

H
目
民
集
5
9
巻
8
号
2
2
4
3
号

(
注
4
)
最
判
昭
和
2
9
年
4
月
8
日

民
集
8
巻
4
号
8
1
9
頁

(
注
5
)
中
務
嗣
治
郎
監
修
「
〔
新
金

融
実
務
手
引
シ
リ
ー
ズ
〕
融
資
管

理
」
 
4
9
頁
(
金
融
財
政
事
情
研
究

会
、

2
0
0
5
)

(
注
6
)
東
京
高
決
昭
和
5
6
年
6
月

招

日

判

タ

4

5

2

号

1

5

8

頁

(
注
7
)
遺
産
分
割
協
議
が
詐
害
行
為

に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
と
し

て
、
神
戸
地
判
昭
和
5
3
年
2
月
m

口
金
法
8
7
6
号
3
2
頁
、
最
判
平

成
H
年
6
月
H
日
金
法
1
5
6
0

号
2
6
頁
等
が
あ
る
。

(
注
8
)
免
責
的
債
務
引
受
が
行
わ

れ
、
債
務
奢
が
変
更
し
た
場
合
に

は
、
債
権
の
実
質
的
な
価
値
に
変

動
を
き
た
し
こ
れ
を
保
証
し
た
者

の
責
任
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
、
保
証
人
や
担
保
提
供
者
の

同
意
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
保
証
や

担
保
は
移
転
し
な
い
と
解
さ
れ
て

い
る
(
伊
藤
眞
、
中
務
嗣
治
郎
ほ

か
編
集
「
〔
新
訂
〕
貸
出
管
理
回
収

手

続

双

書

貸

出

管

理

」

2

9

8

頁
(
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
2

0
エ
0
)
)
。

(
注
9
)
大
判
昭
和
5
年
招
月
4
日

民
集
9
巻
捻
号
上
1
1
8
頁

(
注
m
)
鈴
木
正
和
=
両
部
美
勝
「
相

続
と
債
権
保
全
対
策
新
版
」
4
4

頁
(
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
2

0
0
6
)

(
増
田
パ
ー
ト
ナ
I
ズ
法
撞
事
務
所
)
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S C O マスター圃会
田路至弘監修

【日本FP協会継続教育認定講座】【一般社団法人金融検定協会コンブライアンス・オフィサー(SCO)検定試験対応】

営業店の次長や課長といった管理職を対象に、コンブライアンスの実務知識を事例形式にて学習する
講 座 で す 。 ま た 、一般社団法人金融検定協会実施の「コンブライアンス・オフィサー( S C O )検定試
験」のカリキュラムに完全準拠しているため、試験対策講座として最適です。

4 カ月コース、テキスト 4冊、レポート 4回販売価格 1 7 >  8 0 0 円 ( 税込 )

ACOマスター
小田大輔監修

【一般社団法人金融検定協会コンプライアンス・オフィサー補(ACO)検定試験対応】

営業店の主任や課長代理等の初級管理職を対象に、知っておかなければならない法令等の知識を網羅・

解説するとともに、乗務上直面するコンブライアンス事例を重点的に採り上げ、その留意点を解説し
て い ま す 。 ま た 、一般社団法人金融検定協会実施の「A C O  (コンプライアンス・オフィサー補)検定
試験」のカリキュラムに完全準拠しています。

3 カ 月コース、テキスト 3 冊、レポー ト3回 販売価格1 3 , 8 0 0円 (税込)
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